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報告 がん対策基本法の成立と 
地域がん登録事業の今後に向けて 

田中  英夫  
大阪府立成人病センター調査部 

1. はじめに 

がん対策基本法は、今年の4月に出された民主党案

と 5月に出された与党案が一本化され、平成 18年 6

月 16 日、いわゆる議員立法の形で成立した。民主党

の法案に盛り込まれていた「がん登録制度」の明記が

最終案では削られてしまったが、6月 15日の参議院厚

生労働委員会で同法案に関して 19 項目から成る附帯

決議がなされ、その第 16として、「（政府は）がん登

録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研

究、がん検診の評価、がん医療の評価に不可欠の制度

であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度の更な

る推進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹

底するための措置について、本法成立後、検討を行い、

所要の措置を講ずること。」とされた。本稿では今回

の基本法の中で地域がん登録の整備のための取り組

みがどう位置付けられたかを把握し、その問題点を指

摘した上で同事業を担う方々や関連する研究班の基

本法成立後の役割について提案したい。 

2. 基本法の中の地域がん登録 

がん対策基本法では対策の柱が12条から18条に明

記されており、これらの対策は政府が策定するがん対

策推進基本計画の中で定義され（同 9条 1項）、その

具体的な目標と達成時期が設定されることになる（同

9条 2項）（図を参照）。6月

9日衆議院厚生労働委員会で

川崎厚生労働大臣は、第 17

条 2項「…がんの罹患、転帰

その他の状況を把握し、分析

するための取り組み」には、
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少なくとも５年ごとに計画に検討
を加え、必要があると認めるとき
には、これを変更する
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18条・研究の促進と成果の活用

13条・がん検診の充実

14条・がんの専門医療従事者の育成

15条1項・専門医療機関の整備

15条2項・医療機関間の連携

16条・がん患者のＱＯＬ向上

18条2項

17条2項

17条1項

12条

・医薬品，医療機器の早期承認，
臨床研究の円滑化

・がんの罹患，転帰その他の
状況把握，分析

・がん医療に関する情報収集，
提供，相談支援

・がん予防の推進
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